
もの忘れが気になるけど働き続けたいあなたへ

若年性認知症とは…

〇６５歳未満で発症した認知症のことを言います。
〇働き盛り世代で発症するため、本人だけでなく家族の生活や職場に
も大きな影響を与えます。

●三条保健所管内（三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町）の
患者数は約61人と推計されています。※

※日本医療研究開発機構認知症研究開発事業実態調査（2017年～2019年）の数値をもとに算出

若年性認知症支援
コーディネーター

若年性認知症支援コーディネーターとは…

若年性認知症の方やご家族などからの様々な相談に
応じ、ワンストップでサポートする人です。

医療や就労などニーズに合った支援の専門家や
関係機関との調整役です。
連携体制を構築し、職場や本人をサポートします。

若年性認知症の方も働き続けることができます。

支援コーディネーターと会社が
早めに繋がったことで、仕事を
配慮してもらいました。おかげ
で働き続けられてよかったです。

利用できる制度やサービスの申請に
ついてのご相談も受け付けています。

◇どんな症状が出るの？

（例）
職場での声かけから相談や
受診につながる人が多い
です。
早めの相談が大切ですので
「あれ？」と思ったら、
まずご相談ください。

仕事のミスが増える

今まで、できていたこと
ができなくなった

特定のものにこだわる
ようになる

感情的になる

本人の症状に合わせた業務
の相談や、本人への接し方
について相談に乗ってもら
いました。
職場としても安心して迎え
入れられました。

本人・家族

職場の上司

若年性認知症支援コーディネーターに
ご相談ください。

新潟県ホームページ
「若年性認知症支援コーディ
ネーターに御相談ください！」



相談先一覧

若年性認知症の人への支援検討会（構成機関）
・若年性認知症支援コーディネーター
・事業場内健康管理担当者 ・新潟産業保健総合支援センター
・三条市高齢介護課 ・加茂市長寿あんしん課
・燕市長寿福祉課 ・弥彦村住民福祉課
・田上町保健福祉課
・三条地域振興局健康福祉環境部

県央地域若年性認知症の人への支援検討会
について

新潟県三条地域振興局健康福祉環境部では、
「県央地域若年性認知症の人への支援検討会」と
して、若年性認知症の人が在職中に相談や受診な
ど必要な支援に早期から繋がるための支援体制構築
に向け検討しています。
この度、職域向け啓発リーフレットを作成しました。
職場やご家庭で活用いただき、若年性認知症の人
が安心して生活できるよう願っています。

令和６年３月発行 令和８年５月一部改訂 新潟県三条地域振興局健康福祉環境部

お住まいの市町村でも、認知症に関する相談を受け付けています。

三条地域振興局健康福祉環境部
（三条保健所）
Tel：０２５６－３６－２３６３

燕市役所 長寿福祉課
地域支援相談チーム
Tel：０２５６－７７－８１５７

三条市役所 高齢介護課
Tel：０２５６－３４－５４７２

田上町役場 福祉保健課
Tel：０２５６－５７－６２２０

弥彦村役場 住民福祉課
Tel：０２５６－９４－３１３３

加茂市役所 長寿あんしん課
Tel：０２５６－４１ー４０３２

Tel：０２５６－３３－９０７０
（川瀬神経内科クリニック）

県央圏域
若年性認知症支援
コーディネーター

Tel:０２５－２２７－４４１１

新潟産業保健
総合支援センター

(職場担当者または
本人の相談窓口）
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